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＜参考＞ 資料編

○自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号）
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第一章　総則

　（目的）

第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑

み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基

本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族

等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを

目的とする。

　（基本理念）

第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるととも

に、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資

するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、

実施されなければならない。

２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因が

あることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。

３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点か

らのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。

４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の

事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。

５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施され

なければならない。

　（国及び地方公共団体の責務）

第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する。

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うものとする。

　（事業主の責務）

第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康

の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

　（国民の責務）

第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるも

のとする。

　（国民の理解の増進）
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第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要

な措置を講ずるものとする。

　（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）

第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資す

るため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。

２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。

３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業

を実施するよう努めるものとする。

４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び

関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとす

る。

　（関係者の連携協力）

第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定

する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対

策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図

りながら協力するものとする。

　（名誉及び生活の平穏への配慮）

第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に

十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。

　（法制上の措置等）

第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければな

らない。

　（年次報告）

第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけれ

ばならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等

　（自殺総合対策大綱）

第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び第

二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければならない。

　（都道府県自殺対策計画等）

第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策に

ついての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内に

おける自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

　（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）

第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のた

めに必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要

する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところによ

り、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

第三章　基本的施策

　（調査研究等の推進及び体制の整備）

第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、

自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康

の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的

な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行うものとする。

　（人材の確保等）

第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材



6060

の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

　（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）

第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進

並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必

要な施策を講ずるものとする。

２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び高等

専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。

３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校

に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについ

ての意識の涵養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身

に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発

を行うよう努めるものとする。

　（医療提供体制の整備）

第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必

要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以

下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供され

る体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適

切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策

に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必

要な施策を講ずるものとする。

　（自殺発生回避のための体制の整備等）

第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避す

るための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。

　（自殺未遂者等の支援）

第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を

行うために必要な施策を講ずるものとする。

　（自殺者の親族等の支援）

第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影

響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

　（民間団体の活動の支援）

第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援

するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

　（設置及び所掌事務）

第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。

２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。

二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進するこ

と。

　（会議の組織等）

第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。

２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者を

もって充てる。

４　会議に、幹事を置く。

５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
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６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

　（必要な組織の整備）

第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。

　附　則（平成二八年三月三〇日法律第一一号）　抄

　（施行期日）

１　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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【用語解説】

あ行　アウトリーチ
手を差しのべること。援助が必要であるにも関わらず、自発的に申し出をしない人々に対して公共機関等が積
極的に働きかけて支援の実現をめざす。

アルコール相談・アルコール関連問題
アルコール関連問題に関する相談。アルコールに関係した問題の全てはアルコール関連問題と呼ばれている。
多量飲酒・有害な使用・アルコール乱用・アルコール依存症が含まれる。

いきいき百歳体操
高知県で開発された体操で、年齢を重ねても筋力維持、向上させ、いつまでも元気で過ごすための、体力づく
りを目的とした体操。手首と足首に、０～ 1.2㎏のおもりをつけ、椅子に座ってＤＶＤを見ながらゆっくりと
体を動かす体操。

依存症
日常生活に支障をきたしているにもかかわらず、アルコール、薬物など物質の使用や、ギャンブル、買い物な
どの行為にのめり込み、それがやめられず、自分の力だけではどうにもならない状態となる精神疾患。

エンパワメント
自らの能力や潜在力を最大限に発揮し、自己決定や自己実現を促すために力をつけること。

か行　介護支援専門員（ケアマネジャー）
要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況に応じて介護サービス計画を作成するとともに、市町村や事業
所と連絡調整を行う人。

介護相談員
介護サービス事業所等へ訪問し、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、事業所における介護サー
ビスの質的な向上を図る。

救急告示病院
消防法に基づき、知事が告示し指定する病院。湖南圏域内の救急告示病院は、済生会滋賀県病院、淡海医療セ
ンター（旧草津総合病院）、市立野洲病院、滋賀県立総合病院、済生会守山市民病院、近江草津徳洲会病院の
６病院がある。

ゲートキーパー
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人。

ゲートキーパー研修
ゲートキーパーのスキルを身につけるための研修。ゲートキーパーは、初級・中級・上級に分かれ、段階的に
スキルアップできるようそれぞれの立場でめざす研修の内容が異なる。
野洲市では次のようにゲートキーパー研修をとらえ、実施している。
初級（一般市民、市職員（新規採用職員など））= 自殺のサインに気づくことをめざす。
中級（民生委員・児童委員、市職員など）= 傾聴し、つなげることをめざす。
上級（専門職、教職員、支援機関など）= 適切な関係機関と連携していのちを守ることをめざす。

健康推進員
地域の健康づくりを推進するためのリーダーとして活躍するボランティア。市が実施する養成講座の修了者を
市長が委嘱する。

さ行　産後うつ
出産後の抑うつ状態。「憂うつである」、「気分が落ち込んでいる」等の症状を「抑うつ気分」といい、抑うつ
気分が強い状態を「抑うつ状態」という。

産後ケア事業
出産施設を退院した母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を行い、産後も安心して子育
てができるよう支援する。宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型（利用者の自宅で実施）がある。

児童手当
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健やかな成長を資すること目的として、中学校修了（15 歳になった後最初の３月 31 日）
前の児童を養育している方に支給される。

児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促
進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当。

小地域ふれあいサロン
高齢者の生きがいづくり及び閉じこもり予防並びに地域の支え合い活動の推進を目的として、各地域で実施し
ているサロン。



71

スクールカウンセラー
不登校を始めとする児童生徒の問題行動の未然防止、早期発見・早期対応等のために、児童生徒の悩みを受け
止めて相談にあたり、教員や関係機関と連携して必要な支援をするための心の専門家のこと。

スクールソーシャルワーカー
社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地
域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門家のこと。

ストレスチェック
ストレスに関する質問票に記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるか調
べる簡単な検査のこと。

性的マイノリティ
ＬＧＢＴ（女性の同性愛者（Lesbian）、男性の同性愛者（Gay）、両性愛者（Bisexual）、体と心の性に違和
感がある人（Transgender））など、性のあり方が多数派と異なる人を表した言葉。ＬＧＢＴ以外にも、男性・
女性のどちらに対しても恋愛感情を抱かない人、自身の性を決めない人・わからない人など、様々な人が含ま
れる。

た行　特定妊婦
出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦。妊娠中に家庭環境にリスクを
抱えている妊婦で、複雑な家庭内事情を持っているなど、育児が困難と予想される妊婦のこと。

な行　認知症キャラバン・メイト
認知症サポーター養成講座の講師を養成するために県が主催する養成研修を修了した人のこと。

認知症サポーター
「認知症サポーター養成講座」を受けた人が ｢認知症サポーター｣ となる。認知症を正しく理解してもらい、
認知症の人や家族を暖かく見守る応援者となり、自分のできる範囲で活動を行う。

ま行　マタニティハラスメント（パタニティハラスメント）
女性労働者の妊娠・出産・育児休業等を理由として嫌がらせや解雇などの不利益な取り扱いを行うこと。男性
労働者に対するものは、パタニティハラスメントとよばれる。

民生委員・児童委員
厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、市民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、
社会福祉の増進に努める人のこと。

メンタルヘルス
精神面における健康のこと。　

や行　抑うつ状態
「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などの症状を「抑うつ気分」といい、抑うつ気分が強い状態を「抑
うつ状態」という。

わ行　ワーク・ライフ・バランスの推進
国の「働き方改革実行計画」を踏まえ、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進等、働き方改革の取組を
推進すること。ワーク・ライフ・バランスとは「仕事と生活の調和」の意味。

Ａ～Ｚ　JＳＣＰ
一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター（Japan  Suicide  Countermeasures  Promotion　
Center）の略称。国の『自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等
の推進に関する法律（令和元年法律第三十二号）』が定める指定調査研究等法人として、厚生労働大臣が指定。
令和元年 4 月 1 日発足。

ＰＤＣＡサイクル
Ｐｌａｎ（計画）Ｄｏ（実行）Ｃｈｅｃｋ（評価）Ａｃｔ（改善）という流れを繰り返し、改善しながら継続
的に活動しながら、根拠に基づいた活動を展開するための手法のこと。

ＳＮＳ
ソーシャルネットワーキングサービス（Social　Networking　Service）の略で、インターネット上で社会
的なつながりを持つことができるサービス


